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令和７年３月 25日 大阪市労働組合連合会（市労連）からの「2025年統一賃金要求に関す

る申し入れ」について  

出席者 （人事委員会） 行政委員会事務局長 ほか  

（市 労 連） 執行委員長 ほか     

 

【市労連】 

 それでは、ただ今より、2025年統一賃金要求を申し入れる。 

 なお、具体的な内容については、書記長より説明する。 

 

申し入れ書手交 

 

申し入れについては以上である。 

その上で、申し入れにあたって市労連としての考えを申し上げる。 

 

大都市労連連絡協議会は、３月 21日に大都市人事主管者会議に対して、「国際情勢の不安

の高まりや、エネルギーや食料等の生活必需品が価格高騰しており、実質賃金が３年連続で

減少するなど、勧告制度による賃金改善が追いついていない状況を踏まえ、職員が安心して

業務に専念できるよう、大都市での生活実態を直視し、職員の生活防衛と改善に向けた要求

の実現に尽力されること」とする内容の要求を申し入れることとしている。 

2024年賃金確定では、月例給は 2.92％の引き上げ、一時金は 0.10月分の引き上げとなっ

たものの、物価高騰による実質賃金の減少により職員の生活水準は引き続き厳しい状況とな

っている。 

また、職員が減少している一方で、市民サービスは多様化・複雑化し、求められる行政サ

ービスは増加の一途をたどる状況の中、日々の業務を遂行していくには困難を極める状況に

ある。 

昨年の報告・勧告において、人事委員会は、「職務や職責に応じた給与上昇をより確保する

ことは職員のモチベーション向上に有意である」との意見を述べていることや、昨年４月か

らの号給増設については一時的な改善策であることから、引き続き昇給・昇格を含む人事・

給与制度の改善に向けた勧告を行うよう求めておく。 

次に、人事評価制度についてである。人事評価制度は、組合員の十分な理解の下で人材育

成のための制度とすることが必要と認識している。能力実績主義に基づく競争を煽り、評価

結果を勤勉手当や昇給号給数に反映するなど、職員間に格差を生じさせることを目的とする

ことはあってはならず、職員一人ひとりの能力の違いや各職場事情等を考慮し、制度の趣旨

に合致した制度構築が必要であると認識している。市労連としては、引き続き相対評価の廃

止を求めていくところであるが、人事委員会として、現行制度の改善に向けた大阪市への対

応も含め要請しておく。 

次に、50 歳台後半層における昇給制度については、定年引き上げに伴い、退職前 10 年間

において昇給が抑制されることから、高齢層職員のモチベーションの低下は必至となってい



2 

 

る。また、近年の幅広い年齢層の採用や職種変更・事務転任等により年功的な給与上昇とな

らない職員も多く、年齢による一律的な昇給抑制は公平性を欠くものであり、人事委員会と

しても、今後増加していく高齢層職員の執務意欲の維持・向上につながるよう制度改善に向

けた勧告を行うよう求めておく。 

市労連は、労働基本権制約の代償措置としての人事委員会勧告が、その機能を発揮し、社

会経済情勢の変化に対応した公務員の処遇を確保することが、人事委員会としての使命であ

ると考えており、大都市に働く職員の置かれている生活実態を十分精査され、人事委員会と

して、その使命を果たして頂くよう改めて要請する。 

そのうえで、職員の賃金・労働条件は、労使においての主体的な交渉・協議によって決定

されることが大前提であることから、原資配分を含む給料表の改定内容にまで人事委員会が

言及することは、問題であると言わざるを得ない。近年の勧告においても、初任給の改定額

を含む若年層へ重点を置いた改定内容に言及したことにより、労使協議に多大な影響を及ぼ

している。人材確保の観点から、若年層への重点的な配分を否定するものではないが、今後

も同様の勧告がなされれば、特に中高齢層職員の執務意欲の低下は必至である。さらに、近

年増加傾向にある早期退職者の更なる増加に繋がることも危惧される。 

最後に、勧告時期についてである。近年の勧告時期が過去と比べて遅くなっていることに

ついて市労連として問題意識を持っており、人事委員会の報告・勧告後に、給与改定をはじ

めとした確定交渉を行っているため、勧告時期が遅くなるほど交渉期間が圧縮されることと

なる。十分な交渉期間を確保するため、勧告時期を考慮されるよう改めて要請しておく。 

 

【行政委員会事務局】 

ただ今、2025年統一賃金要求に関する申し入れを受けたところである。 

人事委員会は、地方公務員法により、職員の勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう勧

告を行う機能を与えられており、本市給与勧告を行うにあたっては、これまでも、民間給与

の実態を精確に把握するとともに、国及び他都市の動向等を踏まえ、中立的な第三者機関と

しての役割を果たしてきている。 

本日は申し入れを受けたところであり、内容等については、人事委員会に報告させていた

だく。 


